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第 縮 臨
二 す 時
号 る に

公 、 こ も
示 こ と の
す れ が と
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者 ） 条
に の 例
そ 適 （
の 正 平
収 な 成
入 取 十
と 扱 三
し い 年
て を 山
収 確 口

及
び
第
十
二
条

五 の
規
定
の

十 一げ の に
一 項る 収 よ
年 の金 入 り
山 規額 と 防
口 定を し 災
県 に合 て セ
条 か算 収 ン
例 かし 受 タ
第 わた さ ー

額 一 せ ら の

指 と 範
定 が 囲
を で 内
取 き の
り る 額
消 。 で
し 指
若 定
し 管
く 理

受 保 県
さ す 条
せ る 例
る た 第
。 め 四

に 十
当 三
該 号
指 ）
定 第
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平 一
成 冷二
十
年
七

暖月

別
表項 第 二
二 会（
第 議十

設 三 室条

一
ル多
目
的
ホ
ー

別
表 例項 第 に
一 よ施 り設 （
第 行の 十 う名 三 こ称 条 と

八
日

房

設

を

、備 第 備
十

の 四 一 考
条 の
関 項名 係 の
） 備

称 考
は
、
こ

専 備
が 児
使 童 児 考
用 、 童用
す 生 、
る 徒 生
場 及 徒

使 合 び 若
の 学 し
利 生 く
用 を は

、 が専 第 で
十 き

区 四 る
条 。用
関
係
）

使
分

備こ
こ
に
公
布
す
る
。

の
場
合
に
準

単 用
す
る
。

用 料 い 学
金 う 生
の 。 （
基 ） 学
準 が 校
額 使 教
は 用 育
、 す 法
前 る （
記 場 昭
の 合 和

用

単

一
時
間
に
つ
き

者実

位

利 又 二
用 は 十
料 防 二一 金 災 年時 の 活 法間 基 動 律に 準 の 第つ 額 促 二き の 進 十
半 を 六
額 目 号

一
時 位間
に
つ
き

が費山 定を
口 め勘

る案県 額し
知 て

指事 定
管
理二

金

額

と 的 ）
す と に
る す 規
。 る 定

公 す
共 る百 的 学四 団 校十 体 の円

基

準
六
百
五 額十
円

井

関

成
六
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る
。

附

則

う 護 行 症 型
事 を う 者 特
業 行 事 療 定
」 う 業 養 施
の 事 」 等 設
下 業 の 給 入
に 、 下 付 居

自 に 事 者「
、 立 業 生「

下 施 山
に 設 第 貸 口

、 二 付 県「
、 知 条 金 貸 条
適 的 第 の 付 例
合 障 一 返 金 第
高 害 号 還 の 三
齢 者 中 債 返 十
者 デ 務 還 二「

貸 こ
平 付 の
成 金 条
二 の 例
十 返 は
年 還 、
七 債 平
月 務 成

山
第 山 口
九 口 県

附 条 県 条
第 吏 例

則 一 員 第
項 恩 三
た 給 十
だ 条 一

移 訓 、 を 活
動 練 重 行 介
支 を 度 う 護
援 行 訪 施 若
事 う 問 設 し
業 事 介 」 く
、 業 護 を は
生 、 を 削 指
活 就 行 り 定
サ 労 う 、 介
ポ 移 事 護「
ー 行 業 身 予

専 イ 軽 の 債 号
用 サ 費 免 務
賃 ー 老 除 の
貸 ビ 人 に 免
住 ス ホ 関 除
宅 セ ー す に
で ン ム る 関
あ タ 」 条 す
つ ー の 例 る
て 」 下 条（
指 を に 昭 例
定 和 の

八 の 二
日 免 十

除 年
に 十
関 月
す 一
る 日
条 か
例 ら
の 施
一 行
部 す

し 例 号
書
中 昭

和
国 八
民 年
生 山
活 口
金 県
融 条
公 例
庫 第

ト 支 」 体 防
事 援 を 障 サ
業 を 加 害 ー
、 行 え 者 ビ
訪 う 、 自 ス
問 事 立 に「
入 業 外 支 該
浴 、 出 援 当
サ 就 介 事 す
ー 労 護 業 る
ビ 継 を を 介

「 「
居 地 、 六 一
宅 域 障 十 部
サ 活 害 年 を
ー 動 者 山 改
ビ 支 支 口 正
ス 援 援 県 す
に セ 施 条 る
該 ン 設 例 条
当 タ 」 第 例
す ー を 二
る 、 加 号

を る
改 。
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

」 十
を 六

号「
株 ）
式 の
会 一
社 部
日 を
本 次
政 の
策 よ

ス 続 行 行 護
事 支 う う 予
業 援 事 施 防
」 を 業 設 特
を 行 」 」 定
加 う を の 施
え 事 下 設「
、 業 療 に 入

」 養 居「 「
、 に 介 、 者
厚 改 護 日 生

特 福 え ）
定 祉 、 の
施 ホ 一「
設 ー 、 部
入 ム 身 を
居 」 体 次
者 に 障 の
生 改 害 よ
活 め 者 う
介 、 福 に
護 祉 改

公
布
す
る
。

金 う
融 に
公 改
庫 正
」 す
に る
改 。
め
る
。

生 め を 中 活
労 、 行 一 介
働 う 時 護「
大 介 事 支 を
臣 護 業 援 行
の 予 、 事 う
指 防 生 業 も
定 認 活 を の
し 知 介 行 」
た 症 護 う を
職 対 を 施 加

「
、 介 ホ 正
指 護 ー す
定 予 ム る
地 防 」 。
域 認 を
密 知 削
着 症 り
型 対 、
サ 応 「
ー 型 障
ビ 通 害

山
口
県
知
事

二

七

業 応 行 設 え
能 型 う 」 、
力 共 事 を 「
開 同 業 、 、
発 生 、 進「
校 活 共 居 行
等 介 同 宅 性
」 護 生 介 筋
を を 活 護 萎
削 行 介 を 縮

ス 所 者
に 介 デ
該 護 イ
当 を サ
す 行 ー
る う ビ
地 施 ス
域 設 を
密 」 行
着 の う

井

関

成
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五
千
円
を
超
え
る
場

第 （
合 職 二 寄 第 第
に 所 十 附 二 二
は 得 七 金 十 十
、 金 条 税 七 六
そ 額 の 額 条 条
の 及 三 控 の 第
超 び 除 二 一
え 山 所 ） の 項

与 の
に 認 第 山
関 可 二 口
す を 十 県
る 受 四 税
法 け 条 賦
律 た 第 課

地 一 徴
平 縁 項 収

山
口 第
県 平 一
条 成 号
例 二 に
第 十 規
三 年 定
十 七 す
三 月 る

２ １（ （
福 経 施
祉 介 過 こ 行
事 護 措 の 期
業 福 置 条 日
等 祉 ） 例 ）
に 士 は
お 修 、
い 学 公

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
百
分
の

る 林 得 次 中
金 所 割 に 「
額 得 の 次 、
の 金 納 の 寄
百 額 税 一 附
分 の 義 条 金
の 合 務 を 控
四 計 者 加 除
に 額 が え 額
相 の 、 る 」
当 百 前 。 を
す 分 年 削

成 に 第 条
六 よ 七 例
年 る 号
法 団 中 昭
律 体 和
第 」 第 二
百 を 三 十
六 十 五
号 第 七 年
） 二 条 山
第 百 の 口
七 六 十 県

号 八 社
日 会

福
祉
施
設
等
又
は
在
宅
福

て 資 布
介 金 の
護 の 日
福 貸 か
祉 付 ら
士 け 施
と を 行
し 受 す
て け る
同 た 。
号 者
に が

四
に
相
当
す
る
金
額
に
特
例

る の 中 る
金 三 に 。
額 十 次

に に（
当 相 掲
該 当 げ
納 す る
税 る 寄
義 金 附
務 額 金
者 を を

条 十 一 条
の 条 第 例
二 の 一 第
第 二 項 三
一 第 」 十
項 七 を 九
に 項 号「
規 に 第 ）
定 規 三 の
す 定 十 一
る す 七 部

を 祉
こ 事
こ 業
に 等
公 に
布 お
す い
る て
。 介

護
福

規 改
定 正
す 前
る の
介 貸
護 付
等 金
の の
業 返
務 還
に 債

控
除
額
を
加
算
し
た
金
額
。

が 超 支
前 え 出
年 る し
中 場 、
に 合 当
第 に 該
一 は 寄
号 、 附
に 当 金
掲 該 の
げ 百 額

法 る 条 を
人 認 の 次
で 可 十 の
あ 地 二 よ
る 縁 の う
政 団 二 に
党 体 第 改
等 、 二 正
」 政 項 す
に 党 」 る
改 交 に 。

祉
士
と
し
て
同
号
に
規
定
す

従 務
事 の
し 免
た 除
期 に
間 関
は す
、 る
改 条
正 例
後 第

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控

る 分 の
寄 の 合
附 三 計
金 十 額
を に （
支 相 当
出 当 該
し す 合
、 る 計
当 金 額
該 額 が

め 付 改
る 金 め
。 の 、

交 同
付 条
を 第
受 三
け 項
る 中
政 「
党 第

山 る
介口 護

県 等
の知 業

事 務
に
従

二 事
し

の 二
貸 条
付 第
金 一
の 号
返 に
還 規
債 定
務 す
の る
免 社

除
額
」
と
い
う
。
）
を
そ

寄 ） 前
附 が 年
金 五 の
の 千 総
額 円 所
の を 得
合 超 金
計 え 額
額 る 、
が 場 退

等 二
に 百
対 六
す 十
る 条
法 の
人 二
格 第
の 一
付 項

た
井 期

間
と

関 み
な
す

成 。

除 会
に 福
関 祉
す 施
る 設
条 等
例 又
第 は
二 在
条 宅

八
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千
八
百
万
円
を

九 六 三
百 百 百
万 九 三
円 十 十
を 五 万
超 万 円

一
除 て

百 百 し 、 当
九 九 た 当 該
十 十 金 該 納
五 五 額 課 税
万 万 が 税 義
円 円 零 総 務

２
前 に
二 、 前 令 に
条 次 で 対項
の の 定 すの
規 各 め る特
定 号 る 寄例
を に も 附控
適 掲 の 金除

二 一 は の
利 、 者

社 益 都 当 の
会 が 道 該 前
福 当 府 控 二
祉 該 県 除 条
法 納 、 額 の

税 市 は 規（
超
え
る
金
額

え 円 を
千 を 超
八 超 え
百 え 六
万 九 百
円 百 九
以 万 十
下 円 五
の 以 万
金 下 円
額 の 以

金 下

を 以 以 所 者
超 下 上 得 が
え の で 金 第
三 金 あ 額 二
百 額 る か 十
三 と ら 七
十 き 当 条
万 該 第
円 当 納 二
以 該 税 項
下 控 義 に
の 除 務 規

用 げ 又額
し る はは
た 場 日、
場 合 本同
合 の 赤項
の 区 十の
所 分 字所
得 に 社得
割 応 に割
の じ 対の
額 、 す納
の 当 る

昭 義 町 、 定
和 務 村 当 を
二 者 又 該 適
十 に は 所 用
六 及 特 得 し
年 ぶ 別 割 た
法 と 区 の 場
律 認 に 額 合
第 め 対 に の
四 ら す 相 所
十 れ る 当 得
五 る 寄 す

百
分

額 の
金
額

百 百
分 分 百
の の 分

金 後 者 定
額 の に す

金 係 る
額 る 課
に 前 税
つ 条 総
い 第 所
て 一 得百 、 号 金百 分 次 イ 額分 の の に

税
百 該 寄義
分 各 附務
の 号 金者
十 に が （
に 定 県前
相 め 内年当 る に中す 割 事にる 合 務支金 を 所出額 乗 を

割
号 も 附 る の
） の 金 金 額
第 を 額 か（
百 除 当 と ら十 く 該 す 控三 。 納 る 除条 ） 税 。 す第 義 る二 務 も項 者 のに がの

五
十

五 六 の
十 十 七
七 七 十

の 八 （
表 掲 以八 十 の げ 下十 五 上 る こ
欄 金 の
に 額 項
掲 に（
げ 以 お
る 下 い
金 こ て
額 の 「
の 項 課

しを じ 有た超 て す同え 得 る項る た 日第と 金 本一き 額 赤号は の 十に、 五 字掲当 分 社
げ該 の の
る百 二 支

と規 そ す定 の るす 寄 。る 附 こ共 に の同 よ 場募 つ 合金 て
に会 設
おけ（
いそ ら

区 に 税
分 お 総
に い 所
応 て 得
じ 金「
、 人 額
そ 的 」
れ 控 と
ぞ 除 い
れ 差 う
同 調 。

寄分 に 部
附の 相 に
金十 当 お
のに す い
額相 る て
の当 金 収
合す 額 納
計る さ（
額金 当 れ
の額 該 た
う） 金 も

ての れ
、主 た
当た 設
該る 備
控事 を
除務 専
額所 属
がを 的
当県 に
該内 利
所に 用

九

表 整 ）
の 額 を
下 」 有
欄 と す
に い る
掲 う 場
げ 。 合
る ） に
割 を お
合 控 い

ちと 額 の
五す が に
千る 当 限
円。 該 る
を納 。
超税 ）
え義 で
る務 、
金者 施

の 額 行

得有 す
割す る
のる こ
額も と
をの そ
超に の
え限 他
るる 特
と。 別

） の き
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人
に
該
当
す
る
も
の
を

税 「
法 第 第 上 第 二
第 四 三 場 三
二 十 十 株 地十
条 条 九 式 方九
第 第 条 等 自条
九 一 の の 治の
号 項 十 配 法十
の 第 八 当 第二

一 第 第 第
三 三 二

公 十 十 十 に
益 八 三 八 掲
社 条 条 条 げ
団 各 第 中 る
法 号 一 割「
人 を 項 前 合

ロ イ と 額 が
応 き を 零

課 じ 課 は 有 を
税 、 税 、 す 下
退 そ 山 当 る 回
職 れ 林 該 と る
所 ぞ 所 イ き と

三 二
の 額 額

当 九 」 当が
該 十 と 該零
納 い 納を
税 う 税下
義 。 義回
務 ） 務る

除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

二 一 第 等 二第
に 号 三 」 百一
規 ロ 項 と 六項
定 中 中 い 十中
す う 条「 「 「
る 投 第 。 のい
非 資 三 ） 二う
営 法 十 」 第。
利 人 七 を 七）
型 及 条 加 項」
法 び の え にの
人 」 十 、 規

又 次 第 二
は の 五 条
公 よ 号 」
益 う 中 を
財 に 「 「
団 改 第 前
法 め 三 三
人 る 百 条

。 十 」
四 に
条 改
の め

得 れ 得 又 き
金 同 金 は 次 又
額 表 額 ロ の は
を の を に イ 当
有 下 有 定 又 該
す 欄 す め は 納
る に る る ロ 税
場 掲 場 割 に 義
合 げ 合 合 掲 務

る の げ 者
当 割 当 う る が
該 合 該 ち 場 課

者 及 者と
が び がき
課 同 課で
税 条 税あ
総 第 総つ
所 二 所て
得 項 得、
金 に 金当
額 規 額該
を 定 を納
有 す 有税
す る す下

を を 一 同 定に
い の 条 す「 「
う 投 四 第 る又
。 資 第 二 認は
以 法 三 項 可租
下 人 項 中 地税
こ 、 」 縁特「
の 」 を 国 団別号 に 外 体措「
に 改 第 特 置お め 三 定

八 る
第 。
三
項
」
を
「
第
三
百
十

課 課 い 合 税
税 税 ず の 総
退 山 れ 区 所
職 林 か 分 得
所 所 低 に 金
得 得 い 応 額
金 金 割 じ を
額 額 合 、 有
に の ） そ し
つ 五 れ な
い 分 ぞ い

義
る 課 る務
場 税 場者
合 退 合が
に 職 に第
お 所 お二い 得 い十て 金 て七当 額 、条該 当第（
課 以 該二税 下 課法い 、 十 配 第て 七 当 九「

同 特 条 等 条じ 定 の 」 の。 目 十 の 三） 的 一 下 のに 会 の に 二該 社 四 「 第当 」 第 又
一す の 二 は
項る 下 項 上

四
条
の
九
第
三
項
」
に
改
め

て の れ 場
、 一 イ 合
第 に 又 で
一 相 は あ
号 当 ロ つ
の す に て
表 る 定 、
の 金 め 当
上 額 る 該
欄 に 割 納
に つ 合 税

項総 こ 税に所 の 総規得 項 所定金 に 得す額 お 金るか い 額課ら て か税当 ら「
山該 課 当
林納 税 該
所税 退 納

にも に 」 場
規の に 株「
定を 並 改 式
す除 び め 等
るく に る の
上。 一 。 配
場） 般 当
株及 社 等
式び 団 」
等一 法 を
の般 人 加

る
。

掲 い 義（
げ て イ 務
る 、 及 者
金 第 び が
額 一 ロ 課
の 号 に 税
区 の 掲 山
分 表 げ 林
に の る 所
応 上 場 得
じ 欄 合 金

得義 職 税
金務 所 義
額者 得 務

に 金 者（
以係 額 に
下る 」 係
こ人 と る
の的 い 人
項控 う 的
に除 。 控
お差 ） 除

配財 え（
当団 非 る
等法 営 。

人 利 （
次型（
項非 法
に営 人
お利 （
い型 法

法 人 て

、 に の 額
そ 掲 い 又
れ げ ず は
ぞ る れ 課
れ 金 に 税
同 額 も 退
表 の 該 職
の 区 当 所
下 分 す 得
欄 に る 金

い調 を 差
て整 有 調

額 し 整「
課を な 額
税控 い を
山除 と 控
林し き 除
所た し
得金 百 た

額 分 金 金

一
〇
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四 三

前 前
年 年
中 中
の の
所 所
得 得

二 一 得
に 三 割
掲 第 第 第 の
げ 二 二 二 額
る 十 項 十 の
金 七 第 七 百
額 条 一 条 分
の 第 号 第 の

割 掲 に 項 前 場
合 げ か 又 年 合
） る か は 中 又
を 場 わ 附 の は
乗 合 ら 則 所 第
じ の ず 第 得 二
て 区 、 十 に 十
得 分 当 七 つ 七

第 第（
五 寄 附 五 附
条 附 則 条 則
の 金 第 の 第
五 税 五 三 五

額 条 条
第 控 の 削 の
二 除 四 除 三
十 に 第 を

附 附 附 第 第
則 則 則 六 四
第 第 第 十 十
五 五 四 四 二
条 条 条 条 条
の 第 第 第 第
二 二 五 二 一
を 項 項 項 項

に に
つ つ
い い
て て
附 附
則 則
第 第
十 十
七 四
条 条
第 第
一 一

区 二 の 二 十
分 項 表 項 に
に に の に 相
応 規 上 規 当
じ 定 欄 定 す
、 す に す る
そ る 掲 る 金
れ 課 げ 課 額
ぞ 税 る 税 を
れ 退 金 山 超
同 職 額 林 え
表 所 の 所 る

た に 該 条 い 条
金 応 納 の て 第
額 じ 税 四 、 二
の 、 義 第 附 項
五 当 務 一 則 に
分 該 者 項 第 規
の 各 が の 十 定
二 号 前 規 三 す
に に 年 定 条 る
相 定 中 の の 課
当 め に 適 二 税
す る 支 用 第 総

七 お 二 次
条 け 項 の
の る 中 よ
三 特 う「
の 例 前 に
規 控 二 改
定 除 条 め
の 額 」 る
適 の を 。
用 特 「
を 例 前
受 ） 三

削 中 中 中 中
り 「 「 「 「
、 前 附 民 第
附 二 則 法 七
則 条 第 」 十
第 」 四 の 二
五 を 条 下 条
条 第 に の「
の 前 四 五「
二 三 項 第（
の 条 第 明 一
二 」 一 治 項

項 項
の の
規 規
定 定
の の
適 適
用 用
を を
受 受
け け
る る

の 得 区 得 と
下 金 分 金 き
欄 額 に 額 は
に を 応 を 、
掲 有 じ 有 当
げ す 、 す 該
る る そ る 百
割 場 れ 場 分
合 合 ぞ 合 の

れ 十
当 同 当 に

る 割 出 を 一 所
金 合 し 受 項 得
額 た け 、 金（

当 同 る 附 額（
当 該 条 と 則 、
該 各 第 き 第 課
金 号 一 は 十 税
額 に 項 、 四 退
が 掲 第 第 条 職
当 げ 一 二 第 所
該 る 号 十 一 得

け 条
る 」
県 に
民 改
税 め
の 、
所 同
得 条
割 の
の 次
納 に

を に 号 二 第
附 改 」 十 四
則 め を 九 号
第 る 年 」「
五 。 附 法 を
条 則 律 「
の 第 第 第
二 四 八 七
と 条 十 十
す 第 九 二
る 一 号 条

場 場
合 合

百 百
分 分
の の
六 五
十 十

該 表 該 相
課 の 課 当
税 下 税 す
退 欄 山 る
職 に 林 金
所 掲 所 額
得 げ 得 ）
金 る 金 と
額 割 額 す
に 合 の る
つ 五 。

納 場 に 七 項 金
税 合 掲 条 、 額
義 の げ の 附 及
務 二 る 三 則 び
者 以 寄 第 第 課
の 上 附 二 十 税
第 に 金 項 五 山
二 該 の に 条 林
十 当 額 規 第 所
七 す の 定 一 得
条 る 合 す 項 金

税 次
義 の
務 一
者 条
が を
、 加
同 え
条 る
第 。
二
項

。 項 ） の
第 」 五
一 を 第
号 加 一
」 え 項
に る 第
改 。 五
め 号
る 」
。 に

改
い 分
て の
、 一
第 に
二 相
十 当
七 す
条 る
の 金
三 額
第 に

及 と 計 る 、 額
び き 額 特 附 を
第 は の 例 則 有
二 、 う 控 第 し
十 当 ち 除 十 な
七 該 五 額 七 い
条 各 千 は 条 場
の 号 円 、 第 合
二 に を 同 一 で
の 定 超 項 項 あ
規 め え 第 、 つ

第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に

め
る
。

一
一

二 つ
項 い
第 て
一 、
号 第
の 二
表 十
の 七
上 条
欄 の

定 る る 二 附 て
を 割 金 号 則 、
適 合 額 及 第 当
用 の に び 十 該
し う 、 第 七 納
た ち 次 三 条 税
場 最 の 号 の 義
合 も 各 の 二 務
の 低 号 規 第 者
所 い に 定 一 の

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
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二
十
五
条
第
四
項
に

第 九（
一 項 十 上 附 条
日 及 三 場 則 第
の び 条 株 第 一
属 次 の 式 十 項
す 項 二 等 三 、
る に に 条 第
年 お 当 係 の 十
度 い 分 る 次 一

を
附 る と 二「

、 則 の 、 ・
第 第 は 前 九
十 九 条 」「
条 条 百 中 と
第 の 分 、「
一 三 の 第 同
項 第 三 四 項

の 三 分 表 又 得
五 号 の 中 は に
・ の 二 引 対「
三 表 ・ 百 渡 す
」 中 九 分 し る
と 」 の に 法「
、 百 と 三 よ 人
同 分 、 ・ り の

第
七 附 附 五
条 則 則 用
の 第 第 を 前
二 七 七 受 年

条 条 け 中
平 の の る の
成 二 見 場 所
二 を 出 合 得

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
た

分 て の 配 に 条
の 間 当 次 第「
県 上 、 所 の 一
民 場 県 得 一 項
税 株 民 に 条 又
に 式 税 係 を は
つ 等 の る 加 第
い の 所 県 え 十
て 配 得 民 る 三
当 当 割 税 。 条
該 等 の の 第
上 」 納 課 一

、 一 ・ 十 第
第 項 六 四 二
十 第 」 条 号
二 四 と 第 中
条 号 、 一 「
第 中 項 百「
一 百 第 分「
項 又 分 二 の
又 は の 号 六
は 第 七 」 ・
第 九 ・ と 六
十 条 九 あ

条 の 同 八 納 事
第 五 項 」 付 業
二 」 第 と す 税
項 と 二 あ べ （
中 あ 号 る き 清

る の の 法 算「
百 の 表 は 人 所
分 は 中 の 得「
の 百 事 に「 「
一 百 百 分 業 対
・ 分 分 の 税 す
三 の の 一 を る

十 附 し に
年 則 を 百 つ
十 第 削 分 い
月 七 り の て
一 条 、 七 附
日 の 同 十 則
以 二 条 五 第
後 の の 十
に 二 前 三
開 と に 条
始 し 見 の
す 、 出 二

と
き
は
、
当
該
上
場
株
式
等

場 と 税 税 項
株 い 義 の 」
式 う 務 特 に
等 。 者 例 改
の ） が ） め
配 を 前 る
当 有 年 。
等 す 中
に る に
係 場 租
る 合 税

」
四 第 」 る と
条 一 と の あ
第 項 あ は る
一 」 る の「
項 を の 次 は」 は 条「 「に 、 の 百「
改 第 百 規 分め 九 分 定 の、 条 の に 三同 第 四 よ

」 二 五 ・ 含 法
と ・ 」 五 む 人
あ 七 と 」 。 の
る 」 あ と ） 事
の と る 、 に 業
は 、 の つ 税「

は 百 い を「 「
百 百 分 て 課「
分 分 百 の の さ
の の 分 五 第 れ
〇 七 の ・ 四 る

る 附 し 第
各 則 と 一
事 第 し 項
業 七 て 、
年 条 附「
度 の 則（
に 次 法 第
係 に 人 十
る 次 の 五
法 の 事 条
人 一 業 第

の
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得

配 に 特
当 お 別
所 い 措
得 て 置
に 、 法
つ 当 第
き 該 八
こ 上 条
の 場 の
項 株 四
の 式 第

・条 一 ・ り 六第 項 三 読 」二 、 」 み と項 第 と 替 、第 十 す え 同四 一 る ら 項号 条 。 れ 第及 第 た
三び 一 第
号同 項 四
中条 又 十

・ ・ 二 五 十 法
七 三 ・ 」 四 人
」 」 七 と 条 の
と と 」 あ 及 清
、 あ と る び 算
同 る 、 の 前 中
条 の は 条 の「
第 は 百 の 事「
三 分 百 規 業「
項 百 の 分 定 年
第 分 六 の の 度

の 条 税 一
事 を の 項
業 加 税 、
税 え 率 附
及 る の 則
び 。 特 第
同 例 十
日 ） 七
以 」 条
後 を の
の 付 二

に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項

規 等 一
定 の 項
の 配 に
適 当 規
用 等 定
を の す
受 支 る
け 払 上
よ を 場
う 受 株
と け 式

第 は 四 「
百三 第 条
分項 十 第
の第 三 一
九四 条 項
・号 第 第
六中 一 二
」項 号「
と又 」 」
あは に と
る第 、 、

一 の ・ 二 適 に
号 四 六 ・ 用 係
ハ 」 」 二 に る
中 と と 」 つ 法

、 あ と い 人「
百 る 、 て の「
分 百 の は 事「
の 分 は 百 、 業
七 の 分 第 税「
・ 九 百 の 四 及
二 ・ 分 七 十 び

解 す 第
散 る 一

。 項（
合 又
併 は
に 附
よ 則
る 第
解 十
散 七
を 条

及
び
第
二
項
並
び
に
第
二

す る 等
る べ の
旨 き 配
の 年 当
記 の 等
載 翌 （
の 年 以
あ の 下
る 四 こ
第 月 の

の九 「 「
は条 又 百

第 は 分 「
百一 第 の
分項 十 六
の」 条 ・
五を 第 六
・一 」「

、 項 と 三
第 」 あ 」

」 六 の ・ 四 残
と 」 三 二 条 余
あ と ・ 」 第 財
る あ 六 と 一 産
の る 」 あ 項 の
は の と る 第 一

は 、 の 一 部「
百 同 は 号 の「
分 百 項 ハ 分「
の 分 第 百 の 配

除 の
く 四
。 第
） 一
に 項
よ の
る 規
清 定
算 の
所 適

一
二
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規 よ
定 る
に 県
よ 民
る 税
県 の
民 所
税 得
の 割

一 項「
と 第 附項
す 二 則 額」
る 号 第 並に
」 中 十 び、
を 四 に「「

、 条 附こ「
と 第 第 則れ
、 二 三 第ら

二
び の よ 二 規
附 二 る 十 第 定
則 第 県 七 二 す
第 一 民 条 十 る
十 項 税 の 七 上
三 の の 二 条 場
条 規 所 、 の 株

３ ２
一 い 並

第 て び 県
第 一 は に 民
二 項 、 第 税
十 の 前 二 の
六 規 項 十 所
条 定 の 七 得
の の 規 条 割

い 県 に に 十
。 よ 係 七民

り る 条税
読 配 のの
み 当 規所
替 所 定得
え 得 に割
て の かを

所 の
得 額
割 」
の と
額 、
の 第
合 二
計 十
額 七
」 条
と の
、 三

附 十 項 十の
則 八 第 三規
第 条 一 条定
五 」 号 の」
条 を 中 二を
第 第「 「「
一 か 総 一第
項 ら 所 項二
及 第 得 の十
び 二 金 規七
附 十 額 定条
則 八 」 に

の 定 得 第 二 式
二 に 割 二 か 等
第 よ の 十 ら に
一 る 額 七 第 係
項 県 」 条 二 る
の 民 と の 十 配
規 税 、 三 八 当
定 の 附 第 条 所
に 所 則 一 ま 得
よ 得 第 項 で の
る 割 五 前 、 金
県 の 条 段 附 額

規 適 定 の の
定 用 は 規 納
の が 、 定 税
適 あ 適 の 義
用 る 用 適 務
に 場 し 用 者
つ 合 な を が
い に い 受 前
て は 。 け 年
は 、 た 中
、 次 場 に
同 に 合 支

適 金 か課
用 額 わす
さ 」 らる
れ と ず。
る い 、こ
第 う 他の
二 。 の場
十 ） 所合
六 に 得に
条 対 とお
の し 区い
規 、 分

附 第
則 一
第 項
五 後
条 段
の 及
五 び
第 同
一 条
項 第
中 二

の
第 条 」 よ二
五 ま を る、
条 で 県第 「
の 」 又 民二
四 に は 税十第 、 山 の七一 林 所条 「
項 及 所 得の中 び 得 割三 附 金 の「 第所 則 額 額

民 額 第 及 則 」
税 」 一 び 第 と
の と 項 第 五 す
所 、 及 二 条 る
得 第 び 十 第 。
割 二 附 八 一
の 十 則 条 項
額 七 第 中 、
の 条 五 附「
合 の 条 所 則
計 三 の 得 第

条 定 に 払
中 め は を

る 、 受「
又 と 当 け
は こ 該 る
山 ろ 納 べ
林 に 税 き
所 よ 義 上
得 る 務 場
金 。 者 株
額 が 式

て
定 上 し、
の 場 、当
適 株 前該
用 式 年上
が 等 中場 あ に の株 る 係 当式 場 る 該等 合 課 上の に 税 場配 は 配 株

項「
所 中
得 「
割 所
の 得
額 割
」 の
と 額
あ 」
る と
の あ

一得 第 」 の項割 五 」 合前の 条 に 計段額 の 、 額及」 四 」「
びと 第 総 と
第あ 一 所 す
二る 項 得 る
十の 」 金 。
八は を 額
条 、

額 第 四 割 五
」 一 第 の 条
と 項 一 額 の
、 後 項 」 四
附 段 中 と 第
則 及 あ 一「
第 び 所 る 項
五 同 得 の 及
条 条 割 は び
の 第 の 附「
五 二 額 所 則

」 前 等
と 年 の
あ 中 配
る に 当
の 支 等
は 払 に
、 を 係

受 る「
若 け 配
し る 当
く べ 所

当 、 当 式等 そ 所 等に の 得 の係 適 の 配る 用 金 当配 後 額 等当 の に（所 金 上 係
得 額 場 る
に ） 株 配
つ を 式 当

は る
の「

所 は
得 「
割 所
の 得
額 割
並 の
び 額
に 及
附 び

「 「
」所 、 」
に得 附 を
、割 則 「

の 第 若「
と額 五 し
あ並 条 く
るび の は
のに 四 山
は附 第 林
、則 一 所
」第 項 得

第 項 」 得 第
一 中 と 割 五
項 あ の 条「
中 所 る 額 の

得 の 及 五「
所 割 は び 第
得 の 附 一「
割 額 所 則 項
の 」 得 第 の
額 と 割 十 規
」 あ の 三 定

は き 得
山 他 の
林 の 金
所 上 額
得 場 に
金 株 つ
額 式 い
又 等 て
は の 第
附 配 二
則 当 十

い い 等 所
て う に 得
は 。 係 の
、 ） る 金
附 の 配 額
則 百 当 （
第 分 所 以
五 の 得 下
条 二 の こ
第 に 金 の
一 相 額 項

則 附
第 則
十 第
四 十
条 四

一 第 条
三 一 第

項 一
の 項
規 の

を十 及 金
四 び 額「

と条 附 又
あ第 則 は
る一 第 」
の項 五 に
はの 条 改
」規 の め

定 に 五 、
に 、 第 同

と る 額 条 の
あ の 並 の 適
る は び 二 用
の に 第 に「
は 所 附 一 つ

得 則 項 い「
所 割 第 の て
得 の 十 規 は
割 額 三 定 、
の 及 条 に 第

第 等 五
十 に 条
三 係 第
条 る 一
の 配 項
二 当 及
第 所 び
一 得 第
項 に 二
に つ 項

項 当 に（
の す 第 お
規 る 三 い
定 金 項 て
は 額 第 「
、 に 一 上
適 相 号 場
用 当 の 株
し す 規 式
な る 定 等
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附
則
第
十
七
条
の
二

中 中 額 段 条 に
」 及 の 、「 「

所 所 と び 四 「
得 得 あ 第 第 総
割 割 る 二 一 所
の の の 十 項 得
額 額 は 八 」 金
」 」 条 を 額「
と と 所 」 、「

定 規 よ 「
附 に 定 る と

よ に 県 す則
る よ 民 る第
県 る 税 」十
民 県 の を七
税 民 所条 「
の 税 得 との
所 の 割 、二

一 項 定 規 よ
第 附 に 定 る項
二 則 よ に 県」
号 第 る よ 民に
中 十 県 る 税、

七 民 県 の「「
、 条 税 民 所こ
第 第 の 税 得れ
二 三 所 の 割ら

一 項 定「
と 第 附 に項
す 二 則 よ」
る 号 第 るに
」 中 十 県、
を 五 民「「

、 条 税こ「
と 第 第 のれ
、 二 二 所ら

の
二
第
一
項
中
「
及
び
次
条
第

あ あ 得 に 、 」
る る 割 、 附 を
の の の 則「 「
は は 額 と 第 若

並 あ 五 し「 「
所 所 び る 条 く
得 得 に の の は
割 割 附 は 四 山
の の 則 、 第 林
額 額 第 」 一 所
並 及 十 を 項 得
び び 七 及 金

得 所 の 附第
割 得 額 則一
の 割 」 第項
額 の と 五中
の 額 、 条「
合 の 第 第及
計 合 二 一び
額 計 十 項附
」 額 七 及則
と 」 条 び第
す と の 附十
る 、 三 則

十 項 得 所 のの
八 第 割 得 額規
条 一 の 割 」定
」 号 額 の と」
を 中 の 額 、を

合 の 第「 「「
か 総 計 合 二第
ら 所 額 計 十二
第 得 」 額 七十
二 金 と 」 条七
十 額 す と の条
八 」 る 、 三

附 十 項 得の
則 八 第 割規
第 条 一 の定
五 」 号 額」
条 を 中 のを
第 合「 「「
一 か 総 計第
項 ら 所 額二
及 第 得 」十
び 二 金 と七
附 十 額 す条
則 八 」 る

一
項
」
を
削
る
。

「
に 附 条 と び 額
附 則 の あ 附 又
則 第 二 る 則 は
第 十 第 の 第 」
十 七 一 は 五 に
七 条 項 」 条 改
条 の の に の め
の 二 規 、 五 、
二 第 定 第 同「
第 一 に と 一 項
一 項 よ す 項 第

七
」 附 第 第条
に 則 一 五の 改 第 項 条二 め 五 後 のの る 条 段 四三 。 の 及 第第 五 び 一一 第 同 項項 一 条 中」 項 第 「を 中 二 所

の
条 」 」 附 第二
ま を に 則 一、
で 改 第 項第 「
」 又 め 五 後二
に は る 条 段十 、 山 。 の 及七 林 五 び条 「
及 所 第 同の び 得 一 条三 附 金 項 第第 則 額 中 二

の
第 条 」 」二
五 ま を に、
条 で 改第 「
の 」 又 め二
四 に は る十第 、 山 。七一 林条 「
項 及 所の中 び 得三 附 金「 第所 則 額

項 の る る 」 二
の 規 県 」 に 号
規 定 民 を 、 中
定 に 税 「 「 「
に よ の と こ 、
よ る 所 、 れ 第
る 県 得 附 ら 二
県 民 割 則 の 十
民 税 の 第 規 八
税 の 額 五 定 条
の 所 」 条 」 」

削 項 得「り 所 中 割、 得 の「同 割 所 額条 の 得 」第 額 割 と
四 」 の あ
項 と 額 る
第 あ 」 の
一 る と は
号 の あ

一 第 」 項「項 五 」 所 中前 条 に 得 「段 の 、 割 所及 四 の 得「
び 第 総 額 割
第 一 所 」 の
二 項 得 と 額
十 」 金 あ 」
八 を 額 る と
条 、 の あ

一得 第 」項割 五 」前の 条 に段額 の 、及」 四 「
びと 第 総
第あ 一 所
二る 項 得
十の 」 金
八は を 額
条 、

所 得 と 第 を を
得 割 、 一 「 「
割 の 第 項 第 か
の 額 二 及 二 ら
額 の 十 び 十 第
の 合 七 附 七 二
合 計 条 則 条 十
計 額 の 第 の 八
額 」 三 五 二 条
」 と 第 条 、 ま
と 、 一 の 第 で

「
中 は る 所

の 得「 「
総 所 は 割
所 得 の「
得 割 所 額
金 の 得 並
額 額 割 び
」 並 の に
」 び 額 附
を に 及 則

附 び 第「

「
」 、 」 は る
に 附 を の「
、 則 所 は「

第 若 得「 「
と 五 し 割 所
あ 条 く の 得
る の は 額 割
の 四 山 並 の
は 第 林 び 額
、 一 所 に 及
」 項 得 附 び

「 「
」所 、 」
に得 附 を
、割 則 「

の 第 若「
と額 五 し
あ並 条 く
るび の は
のに 四 山
は附 第 林
、則 一 所
」第 項 得

す 附 項 四 二 」
る 則 後 第 十 に
」 第 段 一 七 、
に 五 及 項 条 「
改 条 び 中 の 及
め の 同 三 び「
る 五 条 所 第 附
。 第 第 得 一 則

一 二 割 項 第
項 項 の 前 五

又 則 附 十
は 第 則 七
山 十 第 条
林 七 十 第
所 条 七 一
得 第 条 項
金 一 第 の
額 項 一 規
」 の 項 定
」 規 の に

を 及 金 則 附
び 額 第 則「

と 附 又 十 第
あ 則 は 五 十
る 第 」 条 五
の 五 に 第 条
は 条 改 一 第
」 の め 項 一
に 五 、 の 項
、 第 同 規 の

を十 及 金
五 び 額「

と条 附 又
あ第 則 は
る一 第 」
の項 五 に
はの 条 改
」規 の め

定 に 五 、
に 、 第 同

一
四
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め
、 附
同 則
項 第
第 十
二 七
号 条
中 の

四「

２
附 該 二「
則 配 前 上 第
第 当 場 一項
十 所 株 項の
七 得 式 後規
条 の 等 段定
の 金 に のの
三 額 係 規適

場 の の 附 四
合 控 金 県 則 第
に 除 額 民 第 三
は に は 税 十 項
、 関 、 の 七 の
当 す 当 所 条 規
該 る 該 得 の 定
申 事 上 割 二 の

４ 場「
る い の 株
場 て 前 計 式
合 は 項 算 等
に 、 の 上 に
は 附 規 」 係
、 則 定 を る
そ 第 の 配「
の 十 適 及 当

に 第「
附 、 附 十 附
則 七 則則「
第 第 条 第第
三 三 の 十十
十 十 二 七七
五 七 の 条条
条 条 三 のの
の の 二二

、 第
第 二
二 項
十 第
八 一
条 号
」 中
を 「

総「
か 所
ら 得
第

の る 定用（
二 附 配 にが
を 則 当 かあ
削 第 所 かる
る 十 得 わ場
。 七 の ら合

条 金 ずに
の 額 、お
二 の 当け
の 計 該る
四 算 納附
第 上 税

告 項 場 の の 適
書 を 株 納 四 用
を 記 式 税 に が
そ 載 等 義 第 あ
の し に 務 一 る
提 た 係 者 項 場
出 第 る の 及 合
期 二 譲 平 び に
限 十 渡 成 第 は
後 九 損 二 二 、
に 条 失 十 項 そ
お の の 二 と の

適 三 用 び 所
用 条 が 上 得
後 の あ 場 の
の 二 る 株 金
金 第 場 式 額
額 一 合 等 （
。 項 に に 第
以 中 お 係 一
下 け る 項「
」 配 る 配 の
と 当 附 当 規
、 所 則 所

二 十 削 のの
の 二 除 三四
六 の をの
第 二 次見
二 第 の出
項 五 よし
」 項 う中
を 」 に「

を 改譲「
附 め渡「
則 第 る損
第 三 。金

二 額十 」八 」条 をま 「で 又」 はに 山、 林「 所及

則
一 控 義第
項 除 務十
の す 者三
規 る の条定 。 附のの 則二適 第の用 十規が 三定あ 条のる の

い 三 金 年 し 適
て 第 額 度 て 用
県 一 の 分 次 後
民 項 生 以 の の
税 の じ 後 二 金
の 規 た の 項 額
納 定 年 各 を と
税 に の 年 加 し
通 よ 末 度 え 、
知 る 日 分 る 」
書 申 の の 。 と

定
附 得 第 得 の
則 の 十 の 適
第 金 三 金 用十 額 条 額 が七 の の あ（
条 以 二 計 るの 下 第 算 場二 」 一 上 合第 と 項 」 に一 あ 及 に は項 る び 改

失
三 十 の
十 七 」
五 条 の条 の 下の 十 に二 二 「の の 損六 二 益第 第 通六 十 算項 一得び 金附 額則 」第 」五 に条 、の

四 「
総第
所一
得項

適場 二用合 第にに 一つは 項い、 に
てそ 規
はの 定
、適 す
同用 る
条後 上
第の 場

が 告 属 法 す
送 書 す 附 る
達 を る 則 。
さ 提 年 第
れ 出 度 三
る し の 十
時 た 翌 五
ま 場 年 条
で 合 度 の
に の 二（
提 市 県 の

、中 の 第 め そは 二 、「 の計 項 同「 適算 配 並 項 用し 当 び を
後た 所 に 同
の金 得 附 条
金額 の 則 第
額金 第 三（
。」 額 十 項
以と 七 と

及」 項 びに 」 」、 に を改「 加を め え限 、 、度 同 同と 項
条し を
第て 同
三」 条

金」
額を
、「
」、
を附

則 「
若第
し五
く条
はの
山四

一金 株
項額 式
中。 等

以 に「
配下 係
当」 る
所と 配
得す 当
のる 所
金。 得
額 の

出 町 民 六
し 長 税 第
た に に 二
場 お つ 項
合 い い に
を て て 規
含 や 上 定
む む 場 す
。 を 株 る
） 得 式 上
に な 等 場

（
下あ 附 条 し
こる 則 の 、
のの 第 二 同
項は 十 第 項
に七 一 の「
お計 条 項 次
い算 の か に
てし 二 ら 次
同た の 第 の
じ金 四 三 一
。額 第 項 項

項を 第
中五「

及 項 「
第び と
一附 し
項則 、
の第 同
規十 条
定三 第
の条 二
」の 項

林第
所一
得項
金及
額び

一 又附
五 は則

」第
に五

条 改

金（
以 額
下 を
」 限
と 度
あ と
る し
の て
は 、
、 当

限 い に 株
り 事 係 式
、 情 る 等
附 が 譲 に
則 あ 渡 係
第 る 損 る
十 と 失 譲
七 認 の 渡
条 め 金 損
の る 額 失

）三 ま を（
を附 項 で 加
限則 の の え
度第 規 規 る
と十 定 定 。
し七 の の
て条 適 適
」の 用 用

二 が に に
の あ つ 、

を二 を
第 削 「

第一 り
三項 、
項に 同
の規 条
規定 第
定す 一

る 項 の
上 中 」
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１

こ
の
条
例
は
、
平

所 の 十 則（
施 得 額 七 第
行 割 の 条 五
期 附 の 合 の 条
日 額 計 三 の
） 則 の 額 第 四

合 」 一 第
計 と 項 一
額 、 後 項

の 十 項 に に
規 八 第 支 附
定 条 一 払 則
」 」 号 を 第
を を 中 受 十

け 七「 「 「
第 か 総 る 条
二 ら 所 べ の
十 第 得 き 四

第 三 は 条 改
十 第 」 め 附の
七 一 に 、 則五
条 項 、 同 第第
の の 項 十一「
四 規 と 第 七項
の 定 す 二 条」
三 に る 号 のに
第 よ 」 中 四、

条 の の に の
の 四 規 、 五
四 第 定 第「
第 一 に と 一
一 項 よ す 項
項 の る る 」
の 規 県 」 に
規 定 民 を 、
定 に 税 「 「

成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施

」 附 段 中
と 則 及 「
」 第 び 所
を 五 同 得
加 条 条 割
え の 第 の
る 五 二 額
。 第 項 」

一 中 と
項 あ「
中 所 る

得 の

七 二 金 も の
条 十 額 の 三
の 八 」 に 第
二 条 」 あ 一
、 ま を つ 項
第 で て の「
二 」 又 は 規
十 に は 、 定
七 、 山 百 に
条 林 分 よ「
の 及 所 の る
三 び 得 三 県

一 る を の「「
項 県 、 三こ「
の 民 と 第 第れ
規 税 、 二 二ら
定 の 附 十 項の
に 所 則 八 第規
よ 得 第 条 一定
る 割 五 」 号」
県 の 条 を 中を
民 額 第 「 「「
税 」 一 か 総第
の と 項 ら 所

に よ の と こ
よ る 所 、 れ
る 県 得 附 ら
県 民 割 則 の
民 税 の 第 規
税 の 額 五 定
の 所 」 条 」
所 得 と 第 を
得 割 、 一 「
割 の 第 項 第
の 額 二 及 二
額 の 十 び 十

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

「
所 割 は
得 の 「
割 額 所
の 」 得
額 と 割
」 あ の
と る 額
あ の 並
る は び
の に「
は 所 附

第 附 金 ） 民
一 則 額 」 税
項 第 」 及 の
前 五 」 び 所
段 条 に 得「
及 の 、 割（
び 四 同 の「
第 第 総 日 額
二 一 所 ま の
十 項 得 で 合
八 」 金 に 計

二
所 、 及 第 得十
得 第 び 二 金七
割 二 附 十 額条
の 十 則 八 」の
額 七 第 条 」二の 条 五 ま を、合 の 条 で第 「
計 三 の 」 又二額 第 四 に は十」 一 第 、 山七と 項 一 林

の 合 七 附 七
合 計 条 則 条
計 額 の 第 の
額 」 三 五 二
」 と 第 条 、
と 、 一 の 第
す 附 項 四 二
る 則 後 第 十
」 第 段 一 七
に 五 及 項 条
改 条 び 中 の

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

得 則「
所 割 第
得 の 十
割 額 七
の 及 条
額 び の
並 附 四
び 則 の
に 第 三
附 十 第
則 七 三

条 を 額 支 額
」 、 払 」「
に 、 」 を と
改 附 を 受 す
め 則 け る「
、 第 若 る 」

五 し べ に「
の 条 く き 改
所 の は も め
得 四 山 の 、
割 第 林 に 同

条 「
、 後 項 及 所の附 段 中 び 得三則 及 附 金「 第第 び 所 則 額一五 同 得 第 」項条 条 割 五 」

前の 第 の 条 に
段五 二 額 の 、
及第 項 」 四 「
び一 中 と 第 総
第項 あ 一 所

め の 同 三「
る 五 条 所 第
。 第 第 得 一

一 二 割 項
項 項 の 前
中 中 額 段

」 及「 「
所 所 と び
得 得 あ 第
割 割 る 二
の の の 十

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行

第 条 項
十 の の
七 四 規
条 の 定
の 三 に
四 第 よ
の 三 る
三 項 県
第 の 民
三 規 税
項 定 の

の 一 所 あ 条
額 項 得 つ 第
」 及 金 て 三
と び 額 は 項
」 附 又 、 中
の 則 は 百 「
下 第 」 分 （
に 五 に の 平

条 改 一 成「
、 の め ・ 二
附 五 、 二 十

「
二中 所 る 項 得
十得 の 」 金「
八所 割 は を 額
条得 の 、「 「
」割 額 所 、 」
にの 」 得 附 を
、額 と 割 則 「

」 あ の 第 若「
とと る 額 五 し
ああ の 並 条 く
るる は び の は

額 額 は 八
」 」 条「
と と 所 」
あ あ 得 に
る る 割 、
の の の 「
は は 額 と

並 あ「 「
所 所 び る
得 得 に の
割 割 附 は

す
る
。

の に 所
規 よ 得
定 る 割
に 県 の
よ 民 額
る 税 」
県 の と
民 所 、
税 得 第
の 割 二

則 第 同 ） 一
第 一 項 」 年
五 項 第 を 三
条 」 二 削 月
第 に 号 り 三
一 、 中 、 十
項 同 一「 「
及 こ 、 条 日
び れ 第 第 ま
附 ら 二 五 で

のの に 四 山「
はは 所 附 第 林
、得 則 一 所「
」所 割 第 項 得
を得 の 十 及 金

割 額 七 び 額「
との 及 条 附 又
あ額 び の 則 は
る並 附 四 第 」

び 則 の の 五 に

の の 則 、
額 額 第 」
並 及 十 を
び び 七 「
に 附 条 と
附 則 の あ
則 第 四 る
第 十 第 の
十 七 一 は
七 条 項 」

一
六
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５
の

改 三
正 」
後 と
の す
条 る
例 。
第

４
係 同 を 一
る 平 条 受 項
改 成 中 け 第
正 二 る 十「
後 十 百 も 五
の 一 分 の 号
条 年 の を に
例 一 五 除 規

３ ２ （
二 特 個
十 平 定 平 人 成
一 成 配 成 の 二
号 二 当 二 県 十
） 十 等 十 民 二
第 一 に 一 税 年
一 年 つ 年 に 四
条 一 い 一 関 月

六 五 四
十 の

附 項 第 四 第
則 ま 三 の 二
第 で 十 三 十
十 の 九 第 四
七 規 条 三 条
条 定 の 項 第

三 二 一
第 の

第 七 附 三 第
二 条 則 の 四
十 の 第 改 十
四 二 七 正 二
条 の 条 規 条
第 二 の 定 及

二
十
七
条
の
三
及
び
附
則
第
五

第 月 」 く 定
三 一 と 。 す
十 日 あ ） る
九 か る に 特
条 ら の 係 定
の 平 は る 配
十 成 、 改 当
六 二 正 等「
及 十 百 後 （
び 二 分 の 租
第 年 の 山 税
三 十 三 口 特

の 月 て 月 す 一
規 一 は 一 る 日
定 日 、 日 経
に か な 前 過
よ ら お に 措
る 平 従 支 置
改 成 前 払 ）
正 二 の を
後 十 例 受
の 二 に け
地 年 よ る
方 十 る べ

の 十 の 一
二 平 二 改 項
第 成 の 正 第
一 二 改 規 七
項 十 正 定 号
、 二 規 並 、
附 年 定 び 第
則 一 、 に 三
第 月 附 附 十
十 一 則 則 九
七 日 第 第 条
条 十 二 の

三 と 見 び
項 す 出 公 附
、 る し 布 則
第 改 を の 第
三 正 削 日 四
十 規 る 条
八 定 改 の
条 並 正 改
、 び 規 正
第 に 定 規
四 附 、 定
十 則 同 、

条
の
五
第
一
項
の
規
定
は
、

十 二 」 県 別
九 月 と 税 措
条 三 す 賦 置
の 十 る 課 法
十 一 。 徴 （
八 日 収 昭
第 ま 条 和
三 で 例 三
項 の 十（
の 間 以 二
規 に 下 年

税 二 。 き
法 月 改

三 正（
昭 十 前
和 一 の
二 日 山
十 ま 口
五 で 県
年 の 税
法 間 賦
律 に 課

の 三 項 十
二 条 か 八
の の ら 及
二 次 第 び
及 に 四 附
び 一 項 則
附 条 ま 第
則 を で 五
第 加 の 条
十 え 規 の
七 る 定 三

条 第 条 附
及 十 の 則
び 六 前 第
第 項 に 五
六 の 見 条
十 規 出 の
四 定 し 二
条 を を
の 平 付 削
改 成 す り
正 二 る 、

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義

定 行 法「
の わ 改 律
適 れ 正 第
用 る 後 二
に 改 の 十
つ 正 条 六
い 後 例 号
て の 」 ）
は 条 と 第
、 例 い 四
こ 第 う 条

第 支 徴
二 払 収
百 を 条
二 受 例
十 け （
六 る 以
号 べ 下
） き 「

地 改（
以 方 正
下 税 前

条 改 の
の 正 平 改
二 規 成 正
の 定 二 規
三 及 十 定
の び 一 、
改 附 年 附
正 則 一 則
規 第 月 第
定 十 一 十
並 七 日 七

規 十 改 附
定 年 正 則
並 十 規 第
び 月 定 五
に 一 、 条
附 日 同 の
則 条 二
第 の の
十 次 二
五 に を
項 一 附

務
者
が
平
成
二
十
年
一
月
一

れ 三 。 の
ら 十 ） 二
の 九 第 第
規 条 三 九
定 の 十 項
中 十 九 又

八 条 は「
百 第 の 第
分 二 十 四
の 項 の 条
五 に 規 の

法 の「
改 等 条
正 の 例
後 一 」
の 部 と
地 を い
方 改 う
税 正 。
法 す ）
」 る 附
と 法 則

び 条 条
に の の
附 二 三
則 の の
第 四 二
十 の を
一 改 削
項 正 る
か 規 改
ら 定 正
第 並 規

の 条 則
規 を 第
定 加 五

え 条
平 る の
成 改 二
二 正 と
十 規 す
年 定 る
十 及 改
二 び 正

日
以
後
に
支

一 出
七 す

る
改
正

」 規 定 三
と 定 の 第
あ す 適 十
る る 用 項
の 対 に の
は 象 つ 規
、 譲 い 定

渡 て の「
百 等 は 適
分 に 、 用

い 律 第
う 五（
。 平 条
） 成 の
第 二 三
二 十 に
十 年 規
三 法 定
条 律 す
第 第 る

十 び 定
四 に 並
項 附 び
ま 則 に
で 第 附
の 七 則
規 項 第
定 か 十

ら 七
平 第 条

月 附 規
一 則 定
日 第 並

七 び
条 に
の 附
二 則
を 第
附 九
則 条
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「
附
則
第
十
七
条
の

９
金 の 二「

の 平 県 改 第額
規 成 民 正 一（
定 二 税 後 項」
の 十 に の 前と
適 二 係 条 段あ
用 年 る 例 のる
に 一 改 附 規の

８
規 二
定 改 ロ イ
に 正 上
よ 後 当 一 場
り の 該 万 株
」 条 上 二 式
と 例 場 千 等
あ 附 株 円 に

一 額 じ よ 十
額 に 。 三り

上 相 ） 条、
場 当 に の上
株 す 対 二場
式 る し 第株
等 額 て 一式
に と 課 項等

７ ６
条 則 後

県 第 第 平 の
民 一 十 成 条
税 項 三 二 例
の 」 条 十 第
所 と の 一 二
得 あ 二 年 十
割 る 第 四 七

二
第
一
項
前
段
」
と
す
る
」
と

つ 月 正 則 定は
い 一 前 第 に「
て 日 の 十 よ計
」 か 条 七 り算
と ら 例 条 」し
あ 同 附 の とた
る 年 則 二 す金
の 三 第 の る額
は 月 十 四 。（

三 七 の次 「
並 十 条 規条
び 一 の 定

る 則 式 係
の 第 等 る
は 十 に 課
、 七 係 税

条 る 配「
改 の 課 当
正 二 税 所
後 の 配 得
の 四 当 の
条 第 所 金
例 一 得 額
附 項 の が

係 す す にに
る る る 規係
課 。 県 定る
税 民 す課
配 税 る税当 の 上配所 所 場当得 得 株所の 割 式得金 の 等の額 額 の金が は 配

の の 一 月 条
納 は 項 一 の
税 、 日 三「
義 附 附 か 第
務 則 則 ら 一
者 第 第 同 項
が 十 十 年 各
、 五 四 十 号
平 条 条 二 に
成 第 第 月 掲
二 一 一 三 げ
十 項 項 十 る

す
る
。

第
に 日 二 は三
前 ま の 、項
条 で 四 平の
第 の 第 成規 一 間 一 二定 項 に 項 十の の お の 二適 規 け 規 年用 定 る 定 度が の 改 に 以あ 適 正 よ 後

則 又 金 百
第 は 額 万
十 第 か 円
七 三 ら を
条 項 百 超
の の 万 え
二 規 円 る
の 定 を 場
四 の 控 合
第 適 除
二 用 し 次

額百 、 当
万 同 等（

同円 条 を
項以 第 有
前下 一 す
段で 項 る
にあ 前 場
規る 段 合
定場 の に
す合 規 は
る定 、

一 」 」 一 寄
年 と と 日 附
一 す あ ま 金
月 る る で に
一 。 の の つ
日 は 間 い
か に て「
ら 附 お 適
平 則 け 用
成 第 る す
二 十 改 るる 用 後 る の場 に の 譲 年合 つ 条 渡 度に い 例 所 分は て 附 得 の、 」 則 等 個そ と 第 の 人

の 、 十 金 の
適 七 額 県「
用 と 条 の 民
後 す の 計 税

項 が た に
又 あ 金 掲
は る 額 げ
第 場 の る
四 合 百 金
項 に 分 額
の お の の
規 け 二 合
定 る に 計
に 前 相 額
よ 項 当

上当 に 当
該 か 該場
上 か 上株
場 わ 場式
株 ら 株等
式 ず 式に
等 、 等係
に 次 のる
係 の 配課
る 各 当税
課 号 等

十 四 正 。
二 条 後
年 第 の
十 一 条
二 項 例
月 」 附
三 と 則
十 、 第
一 同 五
日 項 条
ま 第 の

の る 二 算 に
金 」 の に つ
額 と 四 つ い
。 あ 第 い て
」 る 四 て 適
と の 項 は 用
、 は の 、 し

規 な 、「 「
同 と 定 お 平
条 、 の 従 成
第 前 適 前 二

り の す
読 規 る
み 定 金
替 の 額
え 適
ら 用
れ に
た つ
改 い
正 て
後 は

配
税 に に当
配 掲 係所当 げ る得所 る 配の得 場 当金の 合 所額金 の 得を額 区 にいの 分 つ

う百 に い
。分 応 て

で 五 五
の 号 第
間 中 一
に 項「
支 附 の
払 則 規
を 第 定
受 十 の
け 三 適
る 条 用
べ の に

一 条 用 の 十
項 第 に 例 一
前 一 つ に 年
段 項 い よ 度
」 中 て る 分
と は 。 ま「
あ 計 、 で
る 算 同 の
の し 項 個
は た 中 人

の 、
条 同
例 項
附 中
則 「
第 同
十 項
三 前
条 段
の の

以の じ は
下一 当 、
こ・ 該 同
の二 各 項
項に 号 前
に相 に 段
お当 定 の
いす め 規
てる る 定

金 金 同 に

き 二 つ
改 第 い
正 一 て
後 項 は
の 、 、
条 附 同
例 則 項
附 第 中
則 十 「
第 五 附

一
八
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と る
あ の
る は
の 「
は 計

算「
改 し
正 た

段 る
改 」 の 改 ロ
正 と は 正
後 あ 後 当「
の る 計 の 該
条 の 算 条 上
例 は し 例 場
附 た 附 株「

二 一 に
イ 万 替 定

上 円 え 上 め
六 場 以 て 場 る
万 株 下 適 株 金
円 式 で 用 式 額

等 あ さ 等 に
に る れ に 相

金 額 第 等 に
額 、 の 規十
」 譲 譲 定七
と 渡 渡 す条
い 所 に るの
う 得 よ 譲二
。 の る 渡第
） 金 事 を一

の る 係
六 県 。 る 県
第 民 同 民
二 税 項 税
項 の に の
に 所 規 所
規 得 定 得
定 割 す 割

後 金
の 額
条 （
例 改
附 正
則 後
第 の
十 条
七 例
条 附
の 則
二 第

則 改 金 則 式
第 正 額 第 等
十 後 十 に（
七 の 改 七 係
条 条 正 条 る
の 例 後 の 課
三 附 の 二 税
第 則 条 の 譲
三 第 例 四 渡
項 十 附 第 所
の 七 則 三 得
規 条 第 項 等

係 場 る 係 当
る 合 改 る す
課 正 課 る
税 当 後 税 金
譲 該 の 譲 額
渡 上 条 渡 と
所 場 例 所 す
得 株 第 得 る
等 式 二 等 。
の 等 十 の
金 に 六 金
額 係 条 額

に 額 業 い項
対 及 所 う前
し び 得 。段
て 雑 、 ）の
課 所 譲 の規
す 得 渡 う定
る の 所 ちに
県 金 得 租よ
民 額 及 税り
税 と び 特同
の し 雑 別項
所 て 所 措

す の る の
る 納 上 納
上 税 場 税
場 義 株 義
株 務 式 務
式 者 等 者
等 が に が

、 係 平（
以 平 る 成
下 成 譲 二
こ 二 渡 十
の 十 所 一

第 十
一 七
項 条
前 の
段 三
」 第
と 三
す 項
る の
。 規

定

定 の 十 の の
の 二 七 規 金
適 第 条 定 額
用 一 の の か
が 項 二 適 ら
あ 前 の 用 五
る 段 四 が 百
場 」 第 あ 万
合 と 三 る 円
に す 項 場 を
お る の 合 控

が る の （
五 課 規 上
百 税 定 場
万 譲 の 株
円 渡 適 式
を 所 用 等
超 得 が に
え 等 あ 係
る の る る
場 金 場 譲
合 額 合 渡

前
得 政 得 置段
割 令 法に （
の で 同 第規
額 定 法 三定
は め 第 十す、 る 三 七る同 と 十 条株条 こ 二 の式第 ろ 条 十等一 に 第 二に項 よ 二 の

項 一 得 年
に 年 等 一
お 一 の 月
い 月 金 一
て 一 額 日

日 に 前「
上 か 対 に
場 ら し 行
株 平 て っ
式 成 課 た
等 二 す 改

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

け 。 規 に 除
る 定 お し
第 の け た
十 適 る 金
二 用 前 額
項 が 項 の
の あ の 百
規 る 規 分
定 場 定 の
の 合 の 二
適 に 適 に

の に 所
次 百 は 得
に 分 、 等
掲 の そ の
げ 一 の 金
る ・ 適 額
金 二 用 （
額 に 後 改
の 相 の 正
合 当 金 後
計 す 額 の

係前 り 項 二る段 計 の 第譲の 算 規 二渡規 し 定 項所定 た に 各得に 金 該 号等か 額 当 にのか す 掲（
金わ 以 る げ
額ら 下 譲 る
のず こ 渡 上

」 十 る 正
と 二 平 前
い 年 成 の
う 十 二 条
。 二 十 例
） 月 一 附
の 三 年 則
譲 十 度 第
渡 一 分 十

日 ま 七（
改 ま で 条

そ
の
適
用
後
の
金
額
。
」
と

用 は 用 相
に 、 に 当
つ そ つ す
い の い る
て 適 て 金
は 用 は 額
、 後 、
同 の 同
項 金 項
中 額 中

。

額 る ） 条
金 を 例
額 い 附

う 則
。 第
以 十
下 七
こ 条
の の
項 二
に 第

う、 の 所 場
ち次 項 得 株
当の に を 式
該各 お 除 等
上号 い く の
場に て 。 譲
株掲 ） 渡「
式げ 上 に を
等る 場 つ し
の場 株 い た
譲合 式 て 場

正 で の の
後 の 個 二
の 間 人 の
地 に の 三
方 改 県 第
税 正 民 一
法 後 税 項
附 の に に
則 地 つ 規
第 方 い 定
三 税 て す

、
「
同
条
第

一 一
九 項

前
段
」

「 「
計 」 計
算 と 算
し 、 し
た た「
金 同 金
額 条 額

第（ （
」 一 」
と 項 と
あ 前 あ

お 四
い 項
て の
同 規
じ 定
。 に
） よ
が り
五 読
百 み

渡の 等 は 合
に区 に 、 に
係分 係 改 は
るに る 正 、
事応 譲 後 当
業じ 渡 の 該
所当 所 条 上
得該 得 例 場
の各 等 附 株

号 の 金 則 式

十 法 は る
五 附 、 上
条 則 な 場
の 第 お 株
二 三 従 式
の 十 前 等
二 五 の の
第 条 例 譲
二 の に 渡
項 二 よ に



平 火曜日成 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

（
施
行
期
日
等
）

山
第 過 口
六 疎 県

附 条 地 過 条
第 域 疎 例

則 二 等 地 第
号 に 域 三
中 お 等 十

け に 四「

過
平 疎 読 は
成 地 み 「
二 域 替 附
十 等 え 則
年 に て 第
七 お 適 七
月 け 用 条

（
３ 過 す（

事 附 過 疎 る
山 業 則 疎 地 。
口 税 第 地 域
県 の 四 域 等
税 不 項 等 に
賦 均 を に お
課 一 附 お け

（
十 法 す 法
五 第 る 一 人
条 百 法 般 の
の 二 律 社 県
認 十 団 民（
可 一 平 法 税
を 条 成 人 に
取 第 十 及 関

平 る お 号
成 県 け
二 税 る
十 の 県
年 特 税
三 例 の
月 に 特
三 関 例
十 す に
一 る 関
日 条 す
」 例 る

八 る さ の
日 県 れ 二

税 る の
の 同 規
特 条 定
例 例 に
に 第 よ
関 四 り
す 十 読
る 四 み
条 条 替
例 」 え

徴 課 則 け る
収 税 第 る 県
条 の 五 県 税
例 特 項 税 の
附 例 と の 特
則 ） し 特 例
第 、 例 に
七 附 に 関
条 則 関 す
の 第 す る
二 三 る 条
の 項 条 例

り 一 八 び す
消 項 年 一 る
さ に 法 般 経
れ お 律 財 過
た い 第 団 措
も て 五 法 置
の 読 十 人 ）
を み 号 に
除 替 ） 関
く え 第 す
。 て 四 る
） 準 十 法

を 条（
昭 例「

平 和 の
成 三 一
二 十 部
十 九 を
二 年 改
年 山 正
三 口 す
月 県 る
三 条 条

の と て
一 す 適
部 る 用
を 。 さ
改 れ
正 る
す 同
る 条
条 例
例 第
を 四

規 を 例 の
定 附 一（
の 則 昭 部
適 第 和 改
用 四 三 正
が 項 十 ）
あ と 九
る し 年
場 、 山
合 附 口
に 則 県

に 用 条 律
つ す 第 及
い る 一 び
て 場 項 公
は 合 の 益
、 を 規 社
公 含 定 団
益 む に 法
社 。 よ 人
団 ） り 及
法 の 存 び

十 例 例
一 第
日 五
」 十
に 九
改 号
め ）
る の
。 一

部
を

こ 十
こ 四
に 条
公 」
布 と
す 、
る 「
。 同

条
」
と

お 第 条
け 二 例
る 項 第
第 の 五
四 次 十
条 に 九
の 次 号
規 の ）
定 一 の
の 項 一
適 を 部

人 登 続 公
又 記 す 益
は を る 財
公 し 一 団
益 て 般 法
財 い 社 人
団 な 団 の
法 い 法 認
人 も 人 定
と の 又 等
み は に

次 山
の 口よ
う 県
に 知改
正 事
す
る
。 二

あ
る
の
は
「
同
条
例
附
則
第

用 加 を
に え 次
つ る の
い 。 よ
て う
は に
、 改
同 正
条 す
中 る

。

（
な 同 一 関
し 法 般 す
て 第 財 る
、 百 団 法
改 三 法 律
正 十 人 の
後 一 で 施
の 条 あ 行
条 第 っ に
例 一 て 伴
第 項 同 う

井

関

成

七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

「
第
四
十
四
条
」
と
あ
る
の

三 の 法 関
十 規 第 係
八 定 百 法
条 に 六 律
の よ 条 の
規 り 第 整
定 同 一 備
を 法 項 等
適 第 に（
用 四 同 関

二
〇



平成 火曜日月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

温
泉
の
採
取
の
許

「

施土
設地
等の
の掘
変削
更の
のた
許め

山
別 山 口
表 口 県
第 県 山 条
一 使 口 例
の 用 県 第
５ 料 使 三
の 手 用 十
表 数 料 五

山 に る
平 口 」 の
成 県 と は
二 使 す 、
十 用 る 「
年 料 。 過
七 手 疎
月 数 地

２ １（
該 経 は
設 平 過 、 こ
備 成 措 平 の
の 二 置 成 条
建 十 ） 二 例
設 年 十 は
に 四 年 、
着 月 四 公

可 可の 十 料 手 号
七 条 数
の 例 料
項 条（
中 昭 例

和 の「
三 一
十 部
一 を
年 改
山 正
口 す

八 料 域
日 条 等

例 に
の お
一 け
部 る
を 県
改 税
正 の
す 特
る 例
条 に

手 一 月 布
し 日 一 の
た 以 日 日
も 後 か か
の に ら ら
に 改 適 施
対 正 用 行
す 後 す し
る の る 、
改 条 。 改
正 例 正
後 第 後

一
件
に
つ
き

一 一 一
件 件 件
に に に
つ つ つ
き き き

県 る
条 条
例 例
第
一
号
）
の
一
部
を

例 関
を す
こ る
こ 条
に 例
公 の
布 一
す 部
る を
。 改

正

の 六 の
条 条 過
例 第 疎
第 二 地
七 号 域
条 の 等
の 規 に
規 定 お
定 に け
の 該 る
適 当 県

三
万
五
千
円

二 二
万 十 万
四 一 四
千 万 千
円 円 円

に
改
め

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
山

用 す 税
に る の
つ 行 特
い 為 例
て を に
は し 関
、 た す
同 者 る
条 で 条
中 こ 例

の
、
「
又
は
温
泉
の
」
の
下
に

山
口
県
知
事

二
」

口
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の

「 （
当 条 以
該 例 下
設 の 「
備 施 改
又 行 正
は の 後
施 日 の
設 か 条
の ら 例
建 一 」
設 月 と

二
一

「
採
取
若
し
く
は
」
を
加

を
井

関

成

施
行
の
日
か
ら
一
月
以
内

に を い
着 経 う
手 過 。
す す ）
る る 第
前 日 六
に 以 条
」 前 の
と に 規
あ 当 定



平 火曜日成 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

二 一 こ 二
の

別 別 条 附 事験表 表 例 務に第 第 は 則 関一 一 、 すの の 平 る５ ７ 成

二二 交販 換販の十 付売 え売
従 交従

販 事 付事
売 登 登
者 録 録
試 証 証

の の

「

販
売
従
事
登
録

え
、 度可別 に燃表 つ性第 い天一 て然の のガ７ 確スの 認のの の 二 試表 表 十 験十 の 年 手七 改 十 数の 正 月 料項 規 一

の 定 日
改 か
正 公 ら
規 布 施
定 の 行

日 す

再 書

販
売
者

表 濃二
十
二
の
項
中
「

可 の る
燃 翌 。
性 日 た
天 だ
然 し
ガ 、
ス 次
の の
濃 各
度 号
に に

一 一
件 件
に に
つ つ
き き

一 一
件 件
に に
つ つ
き き

一
件
に
つ
き

つ 掲
い げ
て る
の 規
確 定
認 は
に 、
係 当
る 該
部 各
分 号

二
千

一 九 二
件 百 千
に 円 円
つ 」き

二
七 千
千 九
百 百
円 円

に
改
め

七
千
四
百
円

」

に に
限 定
る め
。 る
） 日

か
平 ら
成 施
二 行
十 す
年 る

一
万
四
千
円

、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

八 。
月
一
日

加
え 」
る
。

を

二
二



平成 火曜日月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

３
と

第 き
一 は
項 、
の 当
規 該
定 届
に 出

２
廃 と 三 る

知 棄 こ 十 こ
事 物 ろ 一 と
は を に 日 を
、 排 よ 含（
前 出 り 処 む
項 す 、 分 。
の る そ し 以

第 ３（
二 県 第 け 他
十 外 二 れ 処 の
六 産 十 ば 理 方
条 業 六 な 業 法
の 廃 条 ら 者 に
二 棄 の な は よ

物 次 い 、 り
県 の に 。 排 、

２
る 終 第 山
時 了 産 二 口
刻 す 業 十 県
に る 廃 六 循
関 ま 棄 条 環
す で 物 中 型
る の の 第 社
情 一 処 二 会

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 二 循
県 第 十 環
循 三 年 型
環 十 七 社
型 六 月 会

よ を
る し
届 た
出 者
を に
し 対
た し
者 、
は 当
、 該
当 県
該 外

規 事 の よ 下
定 業 年 う 同
に 者 の と じ
よ ご 四 す 。
る と 月 る ）
届 の 一 に し
出 県 日 至 よ
を 外 か っ う
受 産 ら た と
理 業 翌 日 す
し 廃 年 が る
た 棄 の 同 産

外 処 次 出 当
に 分 の 事 該
お の 一 業 産
い 届 条 者 業
て 出 を か 廃
生 ） 加 ら 棄
じ え 産 物
た る 業 の
産 。 廃 処
業 棄 理
廃 物 が
棄 の 適

報 連 理 項 形
を の を を 成
記 処 処 第 推
録 理 理 四 進
し の 業 項 条
、 行 者 と 例
並 程 に し （
び の 委 、 平
に 各 託 第 成
そ 段 し 一 十
れ 階 た 項 六
ら に 排 の 年

社 号 八 形
会 日 成
形 推
成 進
推 条
進 例
条 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正

届 産
出 業
に 廃
係 棄
る 物
事 の
項 搬
の 入
変 の
更 受

入

場 物 三 日 業
合 の 月 後 廃
に 種 三 で 棄
お 類 十 あ 物
い 及 一 る 処
て び 日 と 分
、 数 ま き 業
当 量 で は 者
該 そ の 、 及
届 の 一 県 び
出 他 年 外 特

物 処 正
理 に（

以 の 行
下 委 わ

託 れ「
県 を て
外 受 い
産 け る
業 た こ
廃 と と
棄 き を

の お 出 次 山
情 け 事 に 口
報 る 業 次 県
を 当 者 の 条
検 該 は 二 例
索 委 、 項 第
し 託 排 を 一
、 に 出 加 号
及 係 か え ）
び る ら る の
表 産 最 。 一

改 す
正 る
す 条
る 例
条 を
例 こ

こ
に
公
布
す（

規 れ
則 若
で し
定 く
め は
る 処
変 分
更 の
を 中
除 止
く 又

に 規 間 産 別
係 則 に 業 管
る で 搬 廃 理
県 定 入 棄 産
外 め を 物 業
産 る 受 の 廃
業 事 け 搬 棄
廃 項 入 入 物
棄 を れ の 処
物 知 よ 受 分
の 事 う 入 業

物 は 確
」 、 認
と 当 す
い 該 る
う 排 よ
。 出 う
） 事 努
を 業 め
、 者 な
県 が け
内 前 れ

示 業 終 部
す 廃 処 を
る 棄 分 次
こ 物 の（
と の 廃 よ
が 影 棄 う
で 像 物 に
き 、 処 改
る 当 理 正
機 該 法 す
能 産 第 る

る
。

。 は
） 処
を 分
し の
よ 方
う 法
と の
す 変
る 更
と を
き 勧

不 に と れ 者
適 届 す を （
正 け る 開 以
な 出 県 始 下
処 な 外 す 「
理 け 産 る 処
が れ 業 日 分
行 ば 廃 の 業
わ な 棄 前 者
れ ら 物 日 」
る な に ） と

の 項 ば
産 の な
業 規 ら
廃 定 な
棄 に い
物 よ 。
の り
処 行
理 う
施 確
設 認

を 業 十 。
有 廃 二
す 棄 条
る 物 第
電 の 三
子 位 項
情 置 に
報 に 規
処 関 定
理 す す
組 る る

山
口
県
知
事

二

は 告
、 す
規 る
則 こ
で と

二 定 が
三 め で

る き
と る
こ 。

お い つ ま い
そ 。 い で う
れ て に 。
が 、 、 ）
あ 当 規 は
る 該 則 、
と 県 で 毎
認 外 定 年
め 産 め 三
る 業 る 月

に に
お 協
い 力
て す
処 る
分 よ

う（
再 努
生 め
す な

織 情 最
を 報 終
使 及 処
用 び 分
す 当 を
る 該 い
こ 位 う
と 置 。
そ に ）
の 係 が

井

関

成



平 火曜日成 月 日 山 口 県 報 （号 外─ ）

第
二
十
九
条
の
二

知

２ き（
公 第 搬 」 第
表 二 入 知 を 二
） 十 を 事 、 十

九 し は 九「
条 た 、 受 条
の と 事 入 第
次 き 業 れ 一
に は 者 」 項

３ ２ 条
期 た 第
間 第 各 前 一
の 一 期 項 項
初 項 間 の の
日 の 規 次（
） 規 最 定 に
の 定 後 に 次
三 に に よ の

同 し 日
条 、 」 第 十 の
第 同 ト 種と 二
五 条 ン 類、 十
項 第 を 及第 七
と 四 超 び三 条
し 項 え 数項 第
、 中 な 量中 五
同 い そ項「 「

４
む 第 ろ
。 事 二 第 に
以 十 二 よ業
下 七 項 り者
こ 条 の 、は
の の 規 そ、
条 見 定 のそ
及 出 は 旨の

事
は
、
第
二
十
六
条
の
二
第
二

次 、 が の 中
の 当 第 下 「
一 該 二 に 第
条 事 十 二「
を 業 七 若 十
加 者 条 し 七
え に 第 く 条
る 対 一 は 第
。 し 項 処 一

、 の 分 項
県 規 」 」
外 定 を を

月 よ 一 る 二
前 る 年 届 項
の 届 未 出 を
日 出 満 は 加
以 は の 、 え
後 、 期 県 る
で 県 間 外 。
な 外 を 産
け 産 生 業
れ 業 じ 廃
ば 廃 た 棄
、 棄 と 物

条 事 範 の受 中
第 項 囲 他け 「
二 を 内 規入 第
項 」 で 則れ 二
中 を 規 でて 項

則 定は 及「 「
前 変 で めな び
項 更 定 るら 第
」 を め 事な 三
を 」 る 項い 項

に 重 を」 」「
第 改 量 知

び し 、 を排
第 中 前 知出
二 項 事に 「
十 処 の に係
九 分 規 届る
条 」 定 け県
第 を に 出外
二 よ な産 「
項 搬 る け業
に 入 届 れ廃
お 」 出 ば棄
い に に な

項
、
第
二
十
七
条
第
四
項
又

産 に 加 「
業 よ え 第
廃 る 、 二
棄 届 同 十
物 出 条 六
の を 中 条
搬 し 第 の
入 な 二 二
の い 項 第
中 で を 一
止 県 第 項

す 物 き を
る を は 搬
こ 搬 、 入
と 入 そ し
が し の よ
で よ 一 う
き う 年 と
な と 未 す
い す 満 る
。 る の 期

期 期 間

と を一 め に 事あ 「項 、 満 にる 第」 同 た 届の 四に 項 な けは 項、 を い 出及「同 と な受「 び受 条 き けけ 第入 第 は れ入 五れ 六 、 ばれ 項の 項 こ な、 」中 と の ら

物
て 改 つ らを
同 め い な県
じ 、 て い内
。 同 準 。の
） 条 用産
し 第 す業よ 一 る廃う 項 。棄と を物す 次のる の

は
前
条
各
項
の
規
定
に
よ
る

又 外 三 」
は 産 項 に
そ 業 と 改
の 廃 し め
方 棄 、 、
法 物 第 「
の を 一 受
変 搬 項 け
更 入 の 入
を し 次 れ
勧 た に た

間 間 が
の ） 一
初 ご 年
日 と を

に 超（
前 し え
項 な る
の け と
規 れ き
定 ば は
の な 、

又 に止 し 限 なは 、又 、 り い処は 同 で 。「
分 第処 条 な たし 四分 第 い だて 項の 三 。 しは 」」 項 、
な をを 中 搬
ら 入「「 「
な 前中 の し
い 項止 搬 よ

処と よ理き う施は に設、 改に規 めお則 るいで 。て定
処め
分る
すと

勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て

告 と 次 と
す き の き
る 又 一 」
こ は 項 の
と 同 を 下
が 項 加 に
で の え 「
き 規 る 、
る 定 。 県
。 に 外

よ 産

適 ら 当
用 な 該
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